
 

 

 

 

 

 

令和元年第７回 湧別町農業員会総会議事録 

１．会  期  令和元年７月２２日（月） 
１３時３０分 開会 

１４時００分 閉会 

２．場  所  上湧別コミュニティセンター ２階大会議室 

３．議  件 

日 程 第 １ 議事録署名委員の指名について 

日 程 第 ２ 会期の決定について 

日 程 第 ３ 諸般の報告について 

日 程 第 ４ 議案第１号 現況証明願いについて 

日 程 第 ５ 議案第２号 農地所有適格法人の要件認定について 

日 程 第 ６ 
議案第３号 農地法第１８条第１項第２号の規定による合

意解約について 

日 程 第 ７ 議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日 程 第 ８ 
議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について 

  

  

  

 



４．委 員 の 出 席 状 況 （出 席 委 員） 

１ 佐藤 弘朗 ２ 久保 直之  ３ 松田 和浩 ４ 姉崎 淳一 

５ 山﨑 幸一 ６ 関口 哲治 ７ 友澤 勇司 ８ 児嶋 和美 

 10 藤井 浩行  12 中原  修 

13 安藤 弘司 14 秋葉 宏之 15 松浦 敬貴 16 本間 保利 

17 如澤 寿生  19 栗田  淳 20 渡辺 健一 

21 越智 淳一 22 鈴木 幹雄   

25 吉村 智之    

 

５．欠 席 委 員    

   ９ 松橋  聡   11 山口 一行   18 小崎 勝敏 

23 長屋 教幸   24 島田 宗央 

 

６．事  務  局 

事務局長  池田 孔紀   主  幹   宮本 則幸 

主  任  國分 昌宏   
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 定刻になりましたので、只今から令和元年第７回湧別町農業委員会

総会を開会致します。 

 

 本日の出席委員は、２０名で過半数に達しておりますので、湧別町

農業委員会会議規則第７条の規定により、本総会は成立します。 

 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行ないます。 

議事録署名委員は、湧別町農業委員会会議規則第１４条の規定によ

り本日の議事録署名委員は、１番 佐藤委員及び２番 久保委員を指

名します。 

 

 日程第２、会期の決定を議題とします。おはかりします。本総会の

会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 異議なしと認めます。したがって会期は本日１日とすることに決定

致しました。 

 

 日程第３、諸般の報告についてを議題とします。前回、総会以降の

行事について、事務局長より報告させます。 

 

令和元年６月２８日に開催されました、令和元年第６回湧別町農業

委員会総会以降における活動状況についてご報告申し上げます。 

 

７月１１日（木）～１２日（金）、令和元年度農業委員道内視察研

修を実施し、これに吉村会長ほか１６名の農業委員と事務局１名が出

席いたしました。 

 

７月１１日につきましては北海道大学において、岡本准教授による

トラクター作業無人化の現状等の講話及びロボットトラクターのデ

モンストレーションを見学しました。 

 

７月１２日につきましては雪印メグミルク札幌工場において、昔使

用していた機械や現在の工場の様子を見学し、乳製品の製造工程等の

説明を受けました。 

 

本日、令和元年第７回湧別町農業委員会総会を開催致しておりま

す。 

 

以上、活動状況の報告と致します。 
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議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 日程第４、議案第１号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の２ページをご覧下さい。議案第１号、現況証明願いについ

て。別紙の者より、土地の現況証明願いの提出があったので、別紙の

とおり証明するものであります。本総会において２件提出されており

ます。 

 

内容を説明しますので、議案書の３ページをご覧下さい。その１、

証明願出人、所有者ともに札幌市、●●●●●さんです。 

土地の所在ですが、東●●番●で、地目は公簿が畑で現況が農地・

採草放牧地以外であり、面積は１，０６３㎡で、利用状況は雑種地で、

申請の理由につきましては、地目変更登記のためで、現況証明農業委

員は鈴木委員、久保委員、友澤委員でございます。 

（別冊資料１ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の４ページをご覧下さい。その２、証明願出人、

所有者ともに遠軽町、●●●●さんです。 

土地の所在ですが、上芭露●●番●外計４筆で、地目は公簿が畑で

現況が農地・採草放牧地以外であり、合計面積は４，１６６㎡で、利

用状況は雑種地で、申請の理由につきましては、地目変更登記のため

で、現況証明農業委員は越智委員、児嶋委員、長屋委員でございます。 

（別冊資料２ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 これから議案第１号の質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （なしとの声） 

 

 質疑なしと認めます。これから議案第１号の採決を行います。おは

かりします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって議案第１号は原案の通り可決され

ました。 

 

日程第５、議案第２号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の５ページをご覧下さい。議案第２号、農地所有適格法人の
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議 長 

 

 

 

鈴木委員 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

委員一同 

 

議 長 

 

要件認定について。別紙の者について、農地法第２条第３項の規定に

よる農地所有適格法人要件並びに農地法関係事務にかかる処理基準

における農地所有適格法人の判断基準にある、「組織形態要件」「事業

要件」「構成員要件」「業務執行役員要件」「農業従事要件」を満たし

ていると認定するものです。                                   

 このあと農地利用集積計画でも説明いたしますが、その前に認定を

するものです。 

 

 議案書の６ページをご覧下さい。その１、新会社であります「●●

●●」の概要について若干ご説明をいたします。 

 会社設立は、令和元年５月１７日。所在地は東●●番地●で、役員

には代表取締役として、東の●●●●さんが就任しております。 

  

 続きまして議案書の１４ページをご覧下さい。その２、新会社であ

ります「●●●●」の概要について若干ご説明をいたします。 

 会社設立は、令和元年５月２０日。所在地は東●●番地●で、役員

には代表取締役として、東の●●●●さんが就任しております。 

 

続きまして議案書の２０ページをご覧下さい。その３、新会社であ

ります「●●●●」の概要について若干ご説明をいたします。 

 会社設立は、令和元年４月２５日。所在地は南兵村三区●●番地●

で、役員には有限責任社員として、上湧別屯田市街地の●●●●さん

が就任しております。 

  

 以上で説明を終わります。 

 

先に６ページ（その１）及び２０ページ（その３）について、質疑

を行います。 

質疑ございませんか。 

 

その３について質問をしますが、合同会社とはどういう内容か。 

 

合同会社は出資者は１名でも良く永久的に代表となり得ます。ま

た、会社設立時において株式会社よりも費用が少なく、ランニングコ

ストを抑えることができるメリットが有ります 

 

ほかに質疑ございませんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから議案第２号 ６ページ（その１）及

び２０ページ（その３）の採決を行います。おはかりします。本案は
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原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって議案第２号 ６ページ（その１）

及び２０ページ（その３）は原案のとおり可決されました。 

 

次に１４ページ（その２）について、質疑を行います。農業委員会

等に関する法律第３１条の議事参与の制限により、●●番 ●●委員

の退席をお願いします。暫時休憩します。 

 

（●●委員退席） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑ございませんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから、議案第２号（その２）の採決を行

います。おはかりします。本案は原案のとおり決定することにご意義

ありませんか。 

 

 （異議なしとの声） 

 

 異議なしと認めます。したがって議案第２号（その２）は原案のと

おり可決されました。●●番 ●●委員の議事参与の制限を解きま

す。暫時休憩します。 

 

（●●委員着席） 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 日程第６、議案第３号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の２４ページをご覧下さい。議案第３号、農地法第１８条第

１項第２号の規定による合意解約について。別紙のとおり、農地法第

１８条第１項第２号の規定による合意解約を行い、同法第１８条第４

項及び第６項の規定により通知があったので農業委員会の議決を求

めるものです。本総会において２件の合意解約が提出されておりま

す。 

内容の説明をしますので、議案書の２５ページをご覧下さい。 
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番号１番、利用権の設定をした者、札幌市、●●●●さん、利用権

の設定を受けた者、旭、●●●●さんです。利用権設定に係る土地の

所在は信部内●●番●外計６筆で、地目は公簿、現況共に畑、合計面

積は９９，４５９㎡、利用権設定等の種類は賃借権、成立する法律関

係は賃貸借、利用権の期限は平成２４年７月１日から令和４年１１月

３０日までの１０年間として利用集積計画の決定を受けていました

が、賃借人の都合により令和元年７月１７日に合意解約に達したもの

でございます。 

（別冊資料３ページにより位置説明） 

 

番号２番、利用権の設定をした者、札幌市、●●●●さん、利用権

の設定を受けた者、旭、●●●●さんです。利用権設定に係る土地の

所在は信部内●●番●外計２筆で、地目は公簿、現況共に畑、合計面

積は３２，７９８㎡、利用権設定等の種類は賃借権、成立する法律関

係は賃貸借、利用権の期限は平成２２年５月３１日から令和２年１１

月３０日までの１０年間として利用集積計画の決定を受けていまし

たが、賃借人の都合により令和元年７月１７日に合意解約に達したも

のでございます。 

（別冊資料３ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 議案第３号の議案について質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （なしとの声） 

 

 質疑なしと認めます。これから議案第３号の採決を行います。おは

かりします。本案は原案のとおり決定することにご意義ありません

か。 

 

 （異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって議案第３号は、原案のとおり可決

されました。 

 

日程第７、議案第４号を議案とします。事務局に議案の朗読をさせ

ます。 

 

議案書２６ページをご覧下さい。議案第４号、農地法第３条の規定

による許可申請について。農地法第３条の規定により、別紙の者より

農地の権利設定の許可申請書の提出があったので、許可相当の可否に

つき審議するものであります。本総会において１件の許可申請書が提
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出されております。 

 

内容の説明をしますので、議案書の２７ページをご覧下さい。 

番号１番、譲渡人が札幌市、●●●●さん。譲受人が札富美、●●

●●さんです。申請地の所在ですが、信部内●●番●外計８筆で合計

面積は１３５，０３０㎡です。転用理由は、譲渡人が農地処分のため

で、譲受人が経営規模拡大ためであります。権利の種類は所有権とな

っており、価格は９，３２６，０００円でございます。 

（別冊資料３ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 これから議案第４号の議案について質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

 農地法３条での売買にかかる税法の特別控除はあるのか。 

 

 農地法３条では特別控除はありません。当該地の購入時の価格を示

す契約書等があればその購入金額は必要経費で見ることはできます。 

 また、譲渡人はこの内容について承知しております。 

 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから、議案第４号の採決を行います。お

はかりします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって、議案第４号は原案のとおり可決

されました。 

 

日程第８、議案第５号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

 議案書の２８ページをご覧下さい。議案第５号、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、湧別町

長より決定を求められたので、別紙の農用地利用集積計画について、

農業委員会の議決を求めるものでございます。本総会において、所有
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権移転が７件、賃借権が１件、使用貸借が３件提出されております。 

 

 内容の説明をしますので、議案書の２９ページをご覧下さい。 

 

まず、所有権移転でございます。番号１番、所有権の移転をする者

は、札幌市、●●●●さんで、所有権の移転を受ける者は、東、●●

●●さんでございます。 

所有権移転に係る土地の所在は、東●●番●外計５筆で合計面積は

８１，７４３㎡であり、利用権設定等の種類は所有権で、成立する法

律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でございます。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の

支払い時期につきましては、令和元年９月２５日となっており、土地

の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、９，９９

２，０００円でございます。 

（別冊資料４ページにより位置説明） 

 

続きまして番号２番、所有権の移転をする者は、札幌市、●●●●

さんで、所有権の移転を受ける者は、東、●●●●さんでございます。 

所有権移転に係る土地の所在は、東●●番●外計３筆で合計面積は

４９，５５７㎡であり、利用権設定等の種類は所有権で、成立する法

律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でございます。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の

支払い時期につきましては、令和元年１１月２２日となっており、土

地の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、５，４

５１，０００円でございます。 

（別冊資料５ページにより位置説明） 

 

続きまして番号３番、所有権の移転をする者は、札幌市、●●●●

さんで、所有権の移転を受ける者は、東、●●●●さんでございます。 

所有権移転に係る土地の所在は、東●●番●で面積は２４，７２１

㎡であり、利用権設定等の種類は所有権で、成立する法律関係は売買

であり、利用目的は何れも普通畑でございます。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の

支払い時期につきましては、令和元年８月２６日となっており、土地

の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、２，４７

２，０００円でございます。 

（別冊資料５ページにより位置説明） 

 

続きまして番号４番、所有権の移転をする者は、札幌市、●●●●

さんで、所有権の移転を受ける者は、上芭露、●●●●さんでござい

ます。 

所有権移転に係る土地の所在は、上芭露●●番●外計６１筆で合計
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面積は３８１，２７４．４７㎡であり、利用権設定等の種類は所有権

で、成立する法律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でござ

います。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の

支払い時期につきましては、令和元年９月２７日となっており、土地

の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、１５，４

６２，０００円でございます。 

（別冊資料６～１１ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の３１ページをご覧下さい。番号５番、所有権の

移転をする者は、札幌市、●●●●さんで、所有権の移転を受ける者

は、芭露、●●●●さんでございます。 

所有権移転に係る土地の所在は、東芭露●●番●外計７７筆で合計

面積は４１１，０２８．８４㎡であり、利用権設定等の種類は所有権

で、成立する法律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でござ

います。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の

支払い時期につきましては、令和元年１１月２２日となっており、土

地の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、１４，

７９５，０００円でございます。 

（別冊資料１２～１５ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の３３ページをご覧下さい。番号６番、所有権の

移転をする者は、札幌市、●●●●さんで、所有権の移転を受ける者

は、計呂地、●●●●さんでございます。 

所有権移転に係る土地の所在は、計呂地●●番●外計９筆で合計面

積は１８７，４０４㎡であり、利用権設定等の種類は所有権で、成立

する法律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でございます。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の

支払い時期につきましては、令和元年１１月２２日となっており、土

地の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、９，８

８０，０００円でございます。 

（別冊資料１６・１７ページにより位置説明） 

 

続きまして番号７番、所有権の移転をする者は、札幌市、●●●●

さんで、所有権の移転を受ける者は、南兵村三区、●●●●さんでご

ざいます。 

所有権移転に係る土地の所在は、南兵村三区●●番●外計５筆で合

計面積は２１，４６６，０００㎡であり、利用権設定等の種類は所有

権で、成立する法律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でご

ざいます。 

 所有権移転の時期でございますが、令和元年７月２２日で、対価の
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支払い時期につきましては、令和元年９月２０日となっており、土地

の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、４，７２

２，０００円でございます。 

（別冊資料１８ページにより位置説明） 

 

続きまして、議案書３４ページをご覧下さい。賃借権でございます。

番号１番、利用権の設定をする者は、川西、●●●●さんで、利用 

権の設定を受ける者は、札幌市、●●●●さんでございます。 

利用権設定に係る土地の所在は、川西●●番●外計１２筆で合計面

積は１３６，９６０㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立

する法律関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございま

す。 

 利用権の期限でございますが、本日、令和元年７月２２日から令和

１１年１２月３１日までの１０年間となっており、賃貸価格は５４

９，０００円でございます。 

（別冊資料１９・２０・２１ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の３５ページをご覧下さい。番号１番、利用権の

設定をする者は、東、●●●●さんで、利用権の設定を受ける者 

は、東、●●●●さんでございます。 

利用権設定に係る土地の所在は、東●●番●外計３筆で合計面積は

２９，２０６㎡であり、利用権設定等の種類は使用貸借権で、成立す

る法律関係は使用貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございま

す。 

 利用権の期限でございますが、本日、令和元年７月２２日から令和

１０年１１月３０日までの１０年間となっております。 

（別冊資料２２ページにより位置説明） 

 

続きまして番号２番、利用権の設定をする者は、東、●●●●さん 

で利用権の設定を受ける者は、東、●●●●さんでございます。 

利用権設定に係る土地の所在は、東●●番●外計１２筆で合計面積

は１０５，４３６㎡であり、利用権設定等の種類は使用貸借権で、成

立する法律関係は使用貸借であり、利用目的は何れも普通畑でござい

ます。 

 利用権の期限でございますが、本日、令和元年７月２２日から令和

１０年１１月３０日までの１０年間となっております。 

（別冊資料２３・２４ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の３６ページをご覧下さい。番号３番、利用権の

設定をする者は、南兵村三区、●●●●さんで、利用権の設定を受 

ける者は、南兵村三区、●●●●さんでございます。 

利用権設定に係る土地の所在は、南兵村三区●●番●外３０筆で合
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計面積は１２８，７３９㎡であり、利用権設定等の種類は使用貸借権

で、成立する法律関係は使用貸借であり、利用目的は何れも普通畑で

ございます。 

 利用権の期限でございますが、本日、令和元年７月２２日から令和

１１年１２月３１日までの１１年間となっております。 

（別冊資料２５ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 これから、議案第４号の議案についての質疑を行います。 

 先に３５ページ２番についての質疑を行います。農業委員会等に関

する法律第３１条の議事参与の制限により、●●番 ●●委員の退席

をお願いします。暫時休憩します。 

 

（●●委員退席） 

 

休憩前に引き続き会議を続けます。質疑ございませんか。 

 

 使用貸借権の１番及び２番についてですが、親名義の土地が出てい

ないがなぜか。 

 

 今回の総会では代表者本人の自作地のみを提案しており、現在親名

義等の書類を整備中で、準備ができ次第今後の総会に提案する予定で

す。 

 

 ほかに質疑ありまあせんか。 

 

（なしとの声） 

 

 質疑なしと認めます。これから３５ページ２番の採決を行います。 

 おはかりします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案の通り可決されまし

た。●●番 ●●委員の議事参与の制限を解きます。暫時休憩します。 

 

（●●委員着席） 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。次に議案第５号の残りの議案の

質疑を行います。質疑ございませんか。 
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（なしとの声） 

 

 質疑なしと認めます。これから議案第５号の残りの議案の採決を行

います。 

 おはかりします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決され

ました。 

 

  

本総会に付された議案は、すべて終了しました。 

これで令和元年第７回湧別町農業委員会総会を閉会します。 

 

 

閉 会  １４時００分 

 

 

 

この議事録は、事務局長が記載したものであるが、その正確を証す

るため、ここに署名する。 
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